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厚
生
労
働
省

○

令
第
一
号

国
土
交
通
省

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
条
及
び
第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一

項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
及
び
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
及
び
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の

居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

厚
生
省

第
一
条

公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
八
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

建
設
省

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。
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（
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年

厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

国
土
交
通
省

第
六
条
第
九
号
中
「
第
八
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
を
「
縮
尺
、
方
位
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け

住
宅
及
び
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
常
駐
す
る
場
所
」
に
改
め

る
。第

十
一
条
中
「
次
の
と
お
り
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
」

を
「
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
」
に
、
「
隣
接
す
る
」
を
「
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
看
護
師
」
の
下
に
「
、
准
看
護
師
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
」
を
「
第
一
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
隣
接
す
る
」
を
「
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

前
号
の
状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
を
、
各
居
住
部
分
へ
の
訪
問
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
毎
日
一
回
以
上

、
提
供
す
る
こ
と
。

三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
が
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
敷



- 3 -

地
に
近
接
す
る
土
地
に
存
す
る
建
物
に
常
駐
す
る
場
合
に
お
い
て
、
入
居
者
か
ら
居
住
部
分
へ
の
訪
問
を
希
望

す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
号
に
規
定
す
る
方
法
を
当
該
居
住
部
分
へ
の
訪
問
と
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
一
号
別
紙
の
２
．
中
「
（法

人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所

）
」
を
「
（法

人
に
あ
っ
て
は
主
た
る

「

特
定
施
設
入
居

□
指
定
を
受
け
て
い
る

事
務
所
の
所
在
地

）
」
に
改
め
、
同
別
紙
の
６
．
中

者
生
活
介
護
事

業
者

□
指
定
を
受
け
る
予
定
は
な
い

「

特
定
施
設
入
居

□
指
定
を
受
け
て
い
る

者
生
活
介
護
事

業
所

□
指
定
を
受
け
て
い
な
い

事
業
所
の
番
号

（

）

地
域
密
着
型
特

□
指
定
を
受
け
て
い
る

を

定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
事
業
所

□
指
定
を
受
け
て
い
な
い

」
介
護
予
防
特
定

□
指
定
を
受
け
て
い
る

施
設
入
居
者
生

活
介
護
事
業
所

□
指
定
を
受
け
て
い
な
い

「

介
護
保
険
事
業
所
番
号

（

）

（郵
便

住
所
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

（

）

に
改
め
、
同
別
紙
の
７
．
中

計
画
策

介
護
保
険
事
業
所
番
号

（

）

修
繕
計
画

大
規
模

そ
の
他

」

「

住
所

（法
人
に
あ
っ
て

番
号

）

は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

）

電
話
番
号

修
繕
計
画

を

定
の
有
無

□
あ
り

□
な
し

計
画
策
定
の

有
無

修
繕
の
実
施
予
定

（

頃
実
施
予
定

）

大
規
模
修
繕

計
画
的
な
修
繕
予
定

（

）

の
実
施
予
定

そ
の
他
計
画
的

な
修
繕
予
定
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（郵
便
番
号

）

電
話
番
号

に
改
め
、
同
別
紙
の
８
．

□
あ
り

□
な
し

頃
実
施
予
定

」

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
サ

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
と
併
設
さ
れ
る
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
施
設

（該
当
す
る
場
合

．
ー

の
み

）

施
設
の
名
称

提
供
さ
れ
る
サ

ビ
ス
の
概
要

事
業
所
の
場
所

ー

□
同
一
の
建
築
物
内
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□
同
一
の
敷
地
内

□
隣
接
す
る
土
地

□
同
一
の
建
築
物
内

□
同
一
の
敷
地
内

□
隣
接
す
る
土
地

□
同
一
の
建
築
物
内

□
同
一
の
敷
地
内

□
隣
接
す
る
土
地

□
同
一
の
建
築
物
内

□
同
一
の
敷
地
内

□
隣
接
す
る
土
地

別
記
様
式
第
一
号
別
紙
の
９
．
中
「住

所

」
を
「所

在
地

」
に
改
め
、
同
様
式
別
添
４
の
１
．
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。
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１．状況把握及び生活相談サービスの内容

□ □

）

□ 医療法人 □ 指定居宅介護支援事業者

□ 社会福祉法人 □ 指定介護予防サービス事業者

□ 指定居宅サービス事業者 □ 指定介護予防支援事業者

□ 指定地域密着型サービス事業者 □ 上記以外の法人等

□ 医師 人員 人 □ 社会福祉士 人員 人

□ 看護師 人員 人 □ 介護支援専門員 人員 人

□ 准看護師 人員 人 □ 養成研修修了者 人員 人

□ 介護福祉士 人員 人 □ 上記以外の職員 人員 人

人員 人

近接する土地

（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □ 次の期間を除く（ ）

時 分 時 分 人員 人

時 分 時 分 人員 人

時 分 時 分

□

分

約 円

約 円

合　　計

前払金の
算定方法

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

　商号、名称
　又は氏名

　(ふりがな)

　　住　　所
（法人にあって
は主たる事務所
の所在地）

　(郵便番号

電話番号

常駐する場所

□ 同一の敷地内 □ 隣接する土地

□

常駐する日 365日対応

常駐する時間
日中 ～

上記以外の時間 ～

    緊急通報サービ
    スの内容

毎日 回

□
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問
（近接する土地に常駐する場合のみ）

提供時間
常駐する日

上記以外の日 24時間

備考

サービス提供の
対価（概算額）

月額

前払金

サービスを提供
する法人等の別

    サービスを提供
    する者の人数

通報方法

通報先から住宅までの到着予定時間

～

通報先

    毎日１回以上の
    状況把握サービ
    スの提供方法
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「

委

（ふ
り
が
な

）

託
商
号

名
称

、

す
又
は
氏
名

る場

別
記
様
式
第
一
号
別
添
４
の
２
．
中

（郵
便
番
号

）

合
住

所

の

（法
人
に
あ
っ
て

委
は
主
た
る
事
務
所

託
の
所
在
地

）

先

「

（ふ
り
が
な

）

商
号

名
称

、
委

又
は
氏
名

託す
住

所

（郵
便
番
号

）

る

（法
人
に
あ
っ
て

場

を

は
主
た
る
事
務
所

合
の
所
在
地

）

の委
住

所

（郵
便
番
号

）

託

（法
人
に
あ
っ
て

電
話
番
号

先
は
本
業
務
に
係
る
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」

事
業
所
の
所
在
地

）

に
、
「次

の
期
間
を
除
く

」
を
「そ

の
他

」
に
改
め
、
同
別
添
４
の

電
話
番
号

電
話
番
号

」

４
．
中
「清

掃

」
を
「掃

除

」
に
、
「次

の
期
間
を
除
く

」
を
「そ

の
他

」
に
改
め
、
同
別
添
４
の
５
．
中
「健

康

管
理

」
を
「健
康
の
維
持
増
進

」
に
、
「次

の
期
間
を
除
く

」
を
「そ

の
他

」
に
改
め
、
同
別
添
４
の
６
．
中
「次

の
期
間
を
除
く

」
を
「そ

の
他

」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る

者
又
は
同
法
第
六
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
て
い
る
者
の
当
該
登
録
又
は
当
該
申
請
に
係
る
同
法
第
七
条
第
一

項
第
五
号
に
規
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高

齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
及
び
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。


